
広島市条例第２４号

令和８年３月２７日

広島市自転車等駐車場条例の一部を改正する条例をここに公布する。

広島市長 松 井 一 實

広島市自転車等駐車場条例の一部を改正する条例

広島市自転車等駐車場条例（昭和６０年広島市条例第３６号）の一部を

次のように改正する。

別表第１の(1)の表広島市富士見町第三自転車等駐車場の項の次に次のよ

うに加える。

広島市河原町自転車等駐車場 広島市中区河原町

広島市舟入町自転車等駐車場 広島市中区舟入町

附 則

この条例は、令和８年７月１日から施行する。


